
第１７回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  平成３０年５月１５日（火）１０：００～１１：００ 

 

２．場 所  中央合同庁舎第８号館６階６２３会議室 

 

３．出席者  内閣府原子力委員会 

        岡委員長、佐野委員、中西委員 

       内閣府原子力政策担当室 

        林参事官、川渕企画官 

 

４．議 題 

 （１）平成２９年度版原子力白書について（検討①） 

 （２）岡原子力委員会委員長の海外出張の結果について 

 （３）その他 

 

５．参考資料 

（１）「平成２９年度版原子力白書」について（検討①） 

（２）岡原子力委員会委員長の海外出張の結果について 

 

６．審議事項 

（岡委員長）それでは、時間になりましたので、ただいまから第１７回原子力委員会を開催い

たします。 

  本日の議題は、一つ目が平成２９年度版原子力白書について、二つ目が私の海外出張の結

果について、三つ目がその他です。 

  本日の会議は、１１時半を目途に進行させていただきます。 

  それでは、事務局から説明をお願いします。 

（林参事官）それでは、議題１でございます。 

  議題１は、平成２９年度版原子力白書についてでございます。 

  原子力委員会では、原子力利用の基本的考え方を昨年７月に原子力委員会決定、閣議尊重
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決定し、加えて９月に原子力白書を７年半ぶりに再開し、２８年版白書を発刊しております。

本年の原子力白書につきましても、東京福島事故の教訓と反省や原子力をめぐる環境変化を

踏まえた政府の取組について俯瞰的・継続的に実施すると共に、昨年決定しました原子力利

用に関する基本的考え方のフォローアップという観点を加えて国民への説明責任を果たすと

いうことで、平成２９年度版の発刊を予定しているところでございます。 

  既に本年１月の第２回原子力委員会におきまして、全体構成について議論を頂いたところ

でございますけれども、それに加えまして、昨年１１月から今年の１月にかけて「基本的考

え方」のフォローアップということで関係機関、各機関からいろいろヒアリングをしており

まして、一定の進捗が確認されているところでございます。 

  本日は、事務局より、そういうことを踏まえた原子力白書の検討状況について、今後数回

に分けて説明したいと思っておりますので、今回１回目ということで御説明を差し上げたい

と思います。 

  それでは、川渕企画官の方から。 

（川渕企画官）資料につきましては、第１７回原子力委員会資料第１号を出していただければ

と思います。よろしいでしょうか。 

  では、資料１に基づいて簡単に説明させていただきたいと思います。 

  まず、１枚めくっていただきまして、「原子力白書」について①でございます。このペー

ジはほとんど復習になりますが、事前に記者の方々から担当が替わったという連絡も結構い

ただいていることから、若干復習の意味も含めまして読ませていただきたいと思います。 

  まず、経緯でございます。原子力白書は、原子力委員会が発足した昭和３１年から平成２

２年までの間、継続的に発刊されていたものでございます。平成２１年版以降、東電福島事

故対応及びその後の原子力委員会の見直しの議論と新しい委員会の立ち上げといった重要業

務への対応に専念する中、昨年まで休刊した状況が続いていたということでございます。 

  原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議報告書において、白書については明示的

に作成する意義がある旨指摘がされたこともあり、新しい原子力委員会設置後においても原

子力利用に関する資料の収集及び調査ということで明確に明記されたものでございます。 

  これらを踏まえて原子力利用に関して国民に対する説明責任を果たしていくために、昨年、

原子力白書を７年半ぶりに再開したということになっています。 

  この白書につきましては、昨年の９月１４日に原子力委員会決定をし、同じく１５日に閣

議配布をしているところでございます。 
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  次に位置づけでございます。原子力白書においては、東電福島原発事故の教訓と反省や原

子力をめぐる環境変化を踏まえた政府の取組について、俯瞰的・継続的に記述し、国民への

説明責任を果たすことを目指すということでございます。これは政府の取組になっています

けれども、事業者ですとか研究開発機関の取組も踏まえているところでございます。 

  また、我が国の原子力を取り巻く状況については海外からも注目されていることから、国

際社会に対して適切に説明する手段として重要という認識でございます。 

  こちらにつきましては、昨年度、日本の最新の白書はいつなのと聞かれ、２２年のもので

すとお答えしたときに、余りにも何でそんなにないのだということを言われたということが

裏話としてあったところでございます。 

  昨年、原子力委員会では、原子力利用に関する基本的考え方を取りまとめ、本文書を政府

としても尊重する旨、閣議決定をされているところでございます。この「基本的考え方」の

内容についてフォローアップを行うと共に、国民の方々に分かりやすく説明していくことが

重要であり、これも白書の位置づけという形になっております。 

  フォローアップにつきましては、昨年の大体１２月から本年の４月にかけて、この定例会

の場で関係各社を関係省庁及び関係機関をお招きしてここでヒアリングをさせていただいた

ということになっております。 

  スケジュールにつきましては、２８年度のものと２９年度版と二つ載せております。今回

特徴としましては２９年度版という形になっていますので、大体ですけれども本年３月まで

の動きを踏まえた形にしようということになっておりまして、昨年は７年半ぶりに再開した

ということもあり、決定するまで時間を要したということがございますが、本年につきまし

ては７月の上旬に原子力委員会決定をし、同じく７月上旬に閣議配布を予定しているところ

でございます。 

  以上が復習でございます。 

  次に原子力白書の特徴でございます。３ページ目ですね。上の方が２８年版の構成、下の

方が２９年度版の特徴という形にしています。ちょっとこれも復習になりますが、２８年版

の構成は三つポイントがございました。一つ目が「基本的考え方」を策定したということで、

これを原子力安全機関に内在する本質的な課題と共に、白書の中でも指摘をさせていただい

たところでございます。 

  ２番目、やはり当然ながらですけれども、東電福島原発事故が発生したことにより、これ

によって対応が迫られたことについて詳しく説明を書かせていただいているところでござい
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ます。復興庁、原子力規制庁を初めとした関係省庁の取組を明記しているということでござ

いまして、これは各省庁から非常に多大な御協力を頂いたということが背景にございます。

推進側、規制側の両方の観点から記載し、全体を分かりやすく整理をしたものになっている

ところでございます。 

  ３番目です。３番目は定点観測でございまして、２２年以前も当然ながら原子力白書とい

うのはございましたので、それとの関係性においてどういうふうに変化しているかというこ

とを確認する意味が３番目の特徴でございました。特に、事故があったということもござい

ますし、安全面、規制面、こういったところの体制の変化ですとか平和利用の部分、ここは

原子力委員会が直接的に権限を有するところでもございますので、こういったところについ

て大幅に記載を追記しているところでございます。 

  一方、赤字にはなっておりませんが、震災以降でございますが、研究開発部分については

大幅に言及が減ったということがございます。 

  こういったことを踏まえまして２９年度版の特徴でございますがに、傍聴されている方も

カラーになっているかどうか分かりませんが、１個目の四角が緑色になっていまして、そこ

に五つほどポイントを簡単に踏まえております。 

  まず一つ目でございます。原子力利用に関する基本的考え方に基づいた構成としておりま

す。これは章立てを２２年以前の章立てから、次のページで御紹介しますけれども、２２年

以前の章立てから「基本的考え方」の章立てに直しているところでございます。 

  まず１つ目、海外事例を踏まえた国民からの信頼回復に向けた方向性ですとか、二つ目に

原子力利用によるエネルギーシナリオ等に言及をしたところでございます。加えて、三つ目

に原子力の平和利用に向けた取組ですとか、四つ目、放射線利用に関する特筆的な事例につ

いて紹介するということにしております。 

  加えて、内在する本質的な課題を解決するために、重点分野における原子力関係組織の連

携プラットフォーム、これは五つ目ですけれども、こういったものの立ち上げについても記

載をしているところでございます。 

  その次の青い四角囲いが二つございます。こういった考え方に基づきまして、特集につき

ましては、国民理解の深化とコミュニケーションについてということで特集を設けさせてい

ただこうというふうに考えているところでございます。国民の原子力に対する不信・不安に

対して真摯に向き合い、関心に応えていくためには、コミュニケーション活動ですとか科学

的に正確な情報や客観的な技術、根拠ですけれどもこれらに基づく情報提供の整備が必要で
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あると共に、国民理解の深化とコミュニケーションに対する考え方の整理及び諸外国の取組

について紹介をしたところでございます。 

  特集につきましては、次々回ぐらいに詳しく御紹介しようというふうに思っています。 

  その次が１章から８章という形になっているところでございます。 

  めくっていただきまして、少し章立ての御紹介でございます。 

  ４ページ目でございますが、原子力利用に関する基本的な考え方、この４ページ目の一枚

紙につきましては、考え方をまとめて各所で御説明をし、閣議決定されるまでの過程の中で

何回も使ったペーパーがこの４ページ目になっていまして、今日傍聴されている方におかれ

ましては、基本的考え方とは何ぞやというところを知りたいときは、このページを見ていた

だければ分かりやすくなっているかと思います。 

  簡単に御紹介しますと、まず１個目に、環境変化を四つほど指摘をさせていただいている

というところでございます。２個目に本質的な課題、原子力関連機関等に継続して内在して

いる本質的な課題を改めて言及させていただいたという形でございます。特にこの２ポツ目

の本質的な課題につきましては、こういった改めて問題点を指摘をし閣議決定をするという

ことが行われたところでございますが、こういったのは非常に意外というか、画期的という

か、珍しいことだというふうに認識しています。 

  もう既に皆さん御存じのとおり、本質的な課題につきましては、得意のマインドセットで

すとかグループシンク、多数意見に合わせるような同調圧力ですとか部分最適、こういった

ところが特に原子力安全機関でも非常に散見されるということを言及したものでございます。 

  こういった環境変化ですとか、内在している本質的な課題を踏まえた上でどういった解決

策があり得るかということで、ある程度具体的な方向性を示したのがその下の３ポツ目にあ

ります八つの取組の基本目標及び重点的取組でございます。 

  この４ページ目と５ページ目を見比べていただきますと分かると思うのですけれども、４

ページ目の（１）から（８）までが、そのまま５ページ目の第１章から第８章に移行されて

いるという形になっております。 

  なので、５ページ目の左側の２８年版原子力白書の構成と２９年度版の原子力白書の構成

を見ていただくと、大きくがらっと変わっているかなというふうに見受けられるかと思いま

す。左側は、要は昭和３１年からずっと平成２２年まで継続してきたときの章立てになって

いますけれども、今回改めて考え方を策定したことによって、こういった第１章から第８章

の組立ての形という形になっているところでございます。 
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  この５ページ目のを見ていただきますと、特集から始まり、１章が東電福島事故の反省と

教訓に学ぶというところ、２章が地球温暖化ですとか国民生活・経済への影響を踏まえた原

子力エネルギーの利用の在り方、３章が国際潮流を踏まえた国内外での取組、第４章が、平

和利用と核不拡散・核セキュリティの確保、第５章が、原子力利用の前提となる国民からの

信頼回復というところ、この５章は特集とすごくリンクをしているという形になっていると

ころです。 

  第６章が、廃止措置及び放射線廃棄物への対応、これを着実に進めるということでござい

ます。第７章が、車のエネルギー利用と共にある車の両輪の放射線・放射性同位元素の利用

の展開と、生活の質の一層の向上に貢献しているということでございます。第８章が研究開

発でございまして、原子力利用の基盤強化という形になっています。この中でも、特に特集

ですとか、今回第４章及び第７章、第８章あたりにかなり強く、色濃く今回２９年度版の白

書は表れているかなということでございます。特に７章の放射線利用のところは結構詳しく

言及しようということとか、第８章についてはプラットフォームの立ち上げ等も言及させて

いただこうと思っています。 

  めくっていただきまして、６ページ目でございます。 

  全体像を踏まえまして、本日は１章から４章までを若干詳しめに御紹介したいというふう

に考えているところでございます。今御紹介したのは１章から４章ではなく、その次の７ペ

ージ目を見ていただければと思います。 

  １章から第４章のポイントになっています。章立ては違うのですけれども、２８年版のと

きにどれぐらい言及されていたかということを左側に簡単に記載しておりまして、右側が２

９年度版は大体のこういう形で書いていますということで、ビフォー、アフターの比較をさ

せていただいているのが７ページ目でございます。 

  左側の第１章のポイントですが、ここは基本的には福島の事故の後の在り方ということで

ございます。原子力利用に係る体制の変化、特に政府関係機関の体制の変化・強化、こうい

ったところが２８年版では非常に強く述べさせていただいたところでございますが、２９年

度版を見ていただきますと、自主的安全性向上をする組織を設立し、ＰＲＡを活用した安全

対策を検討、ＰＲＡから得られるリスク情報を活用した意思決定の導入、加えまして新たな

機能の立ち上げという形でございます。こちらは電力を中心とした取組を少し書いたところ

でございます。 

  第２章のポイントですが、先にこれは右側の２９年度版を見ていただきますと、様々なエ
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ネルギーシナリオを検討する中で、原子力の長期的な役割を明確にし、必要な対策を検討す

べきということでございますが、この後の括弧書きのところがポイントでございまして、原

子力委員会としては、社会・経済シナリオを踏まえて、エネルギーシナリオを考える必要性

を指摘しているということでございます。 

  その下の軽水炉利用ですとか核燃料サイクルに関しては前回も書いているところでござい

ます。そういう意味におきまして、左側を見ていただきますと、エネルギーシナリオにつき

ましては２８年版ではほぼ記載がなかったという状況でございます。第３章のポイントに関

しまして、国際的な連携ですとか、そういった取組について言及をさせていただいていまし

て、こちらの方は２８年版、２９年度版、同じような形で言及させていただいているところ

でございます。 

  第４章のポイントでございます。プルトニウム利用の透明性・国内外への説明ということ

で、プルトニウムの管理状況の公表というのを原子力委員会では行っているところでござい

ますけれども、昨今の動きを踏まえまして、若干意識的に書き方を工夫している最中でござ

います。原子力基本法に基づき、原子力に関する政策上の平和利用と炉規法上の平和利用の

観点を意識的に分けて取組を強化しているということを言及する方向で考えているところで

ございます。 

  その中でも原子力委員会の取組としまして、日本のプルトニウム利用についてという解説

を出させていただいたり、日本のプルトニウム利用の現状と課題を本年１月１６日にまとめ

させていただいておりまして、我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方を更新す

るということを決定したりしていると、こういったことも言及させていただいております。 

  更に詳しく記載させていただいておりますのが、８ページ目から１１ページ目までになっ

ておりまして、８ページ目、９ページ目、こちらの方は１章の詳しい状況でございます。８

ページ目につきましては、これは、実は昨年の白書の中でも言及をしておりましたが、非常

に重要なことなので再度２９年度版でも言及させていただいているというところでございま

す。 

  なので、中身につきましてはここに書かれているとおりのことでございます。東電福島第

一原発事故は、原子力への不信・不安など原子力政策に大きな変動をもたらした。事故の発

生を防止できなかったことを反省し、原子力に対する不安の軽減に向けた取組を一層進める

ということでございます。 

  それから、事故調査報告書の提言を受け、原子力行政体制の見直しですとか、新規制基準
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の策定等を原子力安全対策の強化を実施しつつ、国や原子力安全機関等が安全性向上への不

断の努力を行い、安全文化を確立していくことが重要ということでございます。 

  今回、特に進捗があったという意味におきましては９ページ目でございます。９ページ目

に、アメリカの現状の取組と日本の方向性という形で言及させていただいています。必ずし

もアメリカの現状の取組がそのまま日本の方向性と一致しているかというと、まだ完璧でな

い部分もあるかと思うのですけれども、基本的にはアメリカの現状においては、アメリカも

ＴＭＩの事故の以降、いろいろ悩んだ歴史がある中で、重大事故の発生事象は１９９０年ご

ろから減少傾向にあり、大体３０分の１まで減ったということ、加えて発電電力量の推移と

いうことで、これは軽水炉の長期利用ですとか審査の在り方というものを、ＲＯＰなどを踏

まえて、規制側も踏まえて改善されてきたという中で、プラント数は全く変わっていないと

いうか、むしろ若干減っているものの、発電量は１９８８年の約１.５倍に増加していると

いう現象が見受けられると。 

  こういった現象をもたらした体制として、一番左下にありますような図がありますけれど

も、政府、民間を踏まえた関連機関の体制が整備されたということが左下に言及されており

ます。こういったものを踏まえまして、日本としての方向性、これについての進捗が今回述

べさせていただいているところでございます。 

  右側ですが、軽水炉の長期的利用に向けて安全性向上を進める取組が重要であると。産業

界は、自主的安全性向上を支援する組織として、安全性に関する評価をし、改善に関する助

言を行うＪＡＮＳＩを設立すると共に、原子力リスク研究センター（ＮＲＲＣ）と連携し、

ＰＲＡを活用した安全対策の検討に取り組むということが、まだ完璧ではないと思いますけ

れども、一応進捗しているということでございます。電気事業者はＰＲＡから得られるリス

ク情報を活用した意思決定（ＲＩＤＭ）を発電所のリスクマネジメントに導入することを目

指すということで、これも動きがあるというところ、加えて一番右下ですけれども、産業界

では業界大での連携を強化し、現場の安全性を更に高い水準に結びつけていく仕組みを確立

するため、新たな機能の立ち上げを検討しているということでございます。これはアメリカ

のＮＥＩに対応するような形かなというふうに考えています。ただ、これで完璧かどうかと

いうのはまだ今後、注視が必要だというふうに考えているところでございます。 

  めくっていただきまして、２章でございます。先ほど御紹介しましたように、ほぼ２８年

版のときには言及がなかったところでございますので、ある意味少しチャレンジングな章立

てになっているところでございます。 
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  我が国においては、電力の自由化により地域独占と総括原価方式が撤廃され競争環境が出

現をしており、将来的なエネルギーシナリオの中で地球温暖化防止に貢献しつつ、安価で安

定的に電気を供給できる電源である原子力発電の長期的な役割を明らかにし、必要な対策を

検討することが必要であるということを言及させていただいています。 

  繰り返しになりますけれども、エネルギーシナリオがまずあるべきというわけではなくて、

社会・経済シナリオを踏まえた上でエネルギーシナリオを考える必要性があるのではないか

ということでございます。原子力発電はベースロード電源であり、長期的に安定的な原子力

利用ができるのであれば、地球温暖化ですとか経済面、安定供給面から使えるのではないか

ということでございます。 

  エネルギーシナリオの事例を少し述べさせていただいていまして、特に世界エネルギー会

議（ＷＥＣ）のエネルギーシナリオ２０１６というふうになっていますけれども、この中で

は三つほどシナリオを述べさせていただいているところでございます。 

  左側に字が小さくて見えないのですけれども、本体を見ていただきますと様々な社会・経

済シナリオに影響を与えるファクター、メルクマールというものがいろいろあって、それが

積み重なった上で社会・経済シナリオができると。それを大きく、何パターンもあると思う

のですけれども、大きく分けると三つになるという形で、このＷＥＣの場合はモダンジャズ、

未完成交響曲、ハードロックという形でシナリオを言及しております。モダンジャズという

のは完全に市場の競争に任せるというのがモダンジャズになっていまして、未完成交響曲と

いうのはある程度の政府間の協調、各国間の協調なども踏まえた上でのシナリオになってい

ます。ハードロックというのは、地政学的に各地域地域ばらばらに動いて、それぞれの国、

それぞれの中で動きが出てしまうという形で、三つほどシナリオがある中で、例えば見てい

ただくとＣＯ２とかに影響する意味においては、真ん中の未完成交響曲のようなものの方が

実は排出量の削減が達成されるというような形が御紹介されたりしているところでございま

す。 

  その次でございます。安全かつ安定的な軽水炉利用ですとか核燃料サイクルに関する取組

を進めると共に、高速炉に関する検討では、国際的なウランの資源の状況等も留意しつつ、

国内電力環境の変化等も勘案し商業化、ビジネスとしての成立条件ですとか目標も含めた在

り方、方向性を検討すべきだという形も加えて研究させていただいているところでございま

す。 

  第３章につきましては、国際潮流を踏まえた国内外での取組という形でございます。こち
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らの方はほぼ昨年、２８年と共に余り書きぶりは変わっていないところでございます。世界

においては、原子力を継続する国や電力需要、地球温暖化対策等の対策のための原子力開発

が進展している国があると。上記の考え方のもと、ＩＡＥＡやＯＥＣＤの国際機関への参加

協力や二国間原子力協定及び二国間協力を我が国としては実施をしているということでござ

います。特に原子力協定については、相手国に対してＩＡＥＡの保障措置制度に関する追加

議定書等の関係上、条約の締結を求めると共に、必要な場合には相手国に核セキュリティ確

保のための基盤整備支援を実施しているということでございます。 

  その他にもＦＮＣＡですとか放射線利用に関する情報提供、法律的な枠組みの協力といっ

た形で実施をしているところでございます。 

  第４章でございます。平和利用と核不拡散・核セキュリティの確保という形でございます。

先ほど言及させていただきましたように、政策上の平和利用ということと炉規法上の平和利

用の観点を意識的に分けて取組を紹介しようというふうに考えているのが第４章になってお

ります。 

  そういう意味におきましては、大分構成が変わる予定でございます。その中でも、まず政

策的平和利用のことに関しましては、国家安全保障と直結する核不拡散等に資する平和利用

の観点をまず述べさせていただいていまして、そういう意味におきましては二つほど丸があ

りますが、過去に６回ほどいろいろとキーポイントとなる提言というか、発表をさせていた

だいているところでございます。我が国は原子力基本法に基づき、必要な量以上のプルトニ

ウムを持たないとの原則を堅持するということでございます。 

  まず、９４年に関係国に先駆けてプルトニウムの管理状況を公表しているという透明性の

向上でございます。９７年にプルトニウム国際管理指針に基づいて、我が国のプルトニウム

利用計画を策定をしたというのが、各国に先駆けて９か国でこういったことを実施しており

ますと。２００３年に、こちらは英語になっておりませんけれども、我が国におけるプルト

ニウム利用に関する基本的な考え方というものを提示しておりまして、ここの場で初めて利

用目的のないプルトニウムは持たないという原則を堅持を表明しているところでございます。 

  １１年ですが、着実なプルトニウム利用にはプルサーマルが現在では唯一の現実的な手段、

これは多分１６年の間違いだと思います。すみません、２０１６年に唯一の現実的な手段で

あるとの見解を出しているところでございます。これは特にＩＡＥＡ総会の場で政府代表演

説においても発言をしているというところでございます。 

  １７年１０月でございますが、透明性の観点から日本のプルトニウムについてということ
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で解説を作成し、こちらも英語版で公表しているところでございます。 

  その次でございます。１８年１月、ついこの前でございますが、我が国におけるプルトニ

ウム利用の基本的な考え方を更新することを決定しているということでございます。ポイン

トは、若干黒丸で書いていますけれども、一定期間の分離プルトニウム利用見通しに従って、

使用済み燃料を再処理するという政府のガイドラインがフランスには存在していますけれど

も、こういったことも踏まえて考えていこうということでございます。 

  長期的には、日本のプルトニウム保有量を削減するという目標が達成されるということも

言及させていただこうと考えているところでございます。 

  最後に、炉規法の世界ですね。原子炉等規制法では、核燃料物質等の利用が平和目的に限

られていることを確保しているということで、こちらの方は炉規法上の平和利用ということ

でございます。特に保障措置を中心とした対応という形になっておりまして、原子炉の設置

許可等で原子炉の利用ですとか核燃料物質が平和の目的以外に利用されないことを国が審査

するということ、核燃料物質の使用者は、核燃料物質等の計量管理を実施し、国に報告、Ｉ

ＡＥＡは保障措置協定に基づいて、我が国の核燃料物質等に関して厳格な保障措置を実施す

るということでございます。 

  ここで、保障措置が極めて重要なキーワードになっているところでございまして、※印で

保障措置を簡単に説明させていただいているところでございます。 

  最後に、原子力事業者は核燃料物質の盗難等を防止するため、核物質防護措置を行うとい

うことでございます。 

  以上で、１章から４章の形で構成を考えているところでございまして、次回は５章から８

章のところを同様に詳しく御紹介をし、御議論をしていただこうというふうに考えていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  それでは、質疑を行いたいと思います。 

  佐野委員からお願いします。 

（佐野委員）大体、白書といいますとどうしても総花的になってしまって、ポイントが分かり

にくい、かつ厚いというイメージがあります。実際、各省庁が作る白書もいろいろな工夫で

改善をしてきていると思いますが、この原子力白書、２０１９年版につきましては、昨年７

月の「基本的考え方」に基づいていて、これを詳細に深掘りし、かつアップデートしていく
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という章立てがなされているというのは、極めて分かりやすくて明確なメッセージを出せる

ものだと考えております。 

  そういう点で、事務局のここまで積み重ねてきたヒアリング等々に基づく白書の作成努力

を高く評価したいと思います。それが１点。 

  それから２点目に、どうしても白書を書き終えたということで達成感が出てしまいますが、

その後この白書をどのように国内外に説明していくかという努力が極めて重要だと思います。

もちろん、国民に対する説明責任を果たすということと国際的な説明責任を果たしていくと

いう両方あるわけですけれども、特にその白書のポイントなりサマリーを少なくとも英文に

直して、各大使館等日本政府が持っている政策ツールを活用して、各国の政府関係機関なり

研究機関、更には事業者も含めて幅広く知らせ、議論をしていくという作業が本当は非常に

大切だと考えます。それが内外の理解を得るために極めて重要だと思われます。大変だと思

いますけれども、少なくとも英文に直して各国、あるいは各事業者に対して配布して、ディ

スカッションをして、どのような反応かというところまで本当はやってほしいと思います。 

  また、この各１章から４章についても新しい進展があったし、めり張りのついた、読みも

のとしてなかなかおもしろいものができるのではないかと期待しております。特に過酷事故

を経験した後の確率論的なリスクアセスメントであるとか、そこから得られた情報に基づく

ディシジョン・メイキングであるとか、そういう点が詳しく述べられていくと思いますので、

そのあたりに期待したいと思います。更には新しい動きとして日本版のＮＥＩの設立に向け

た動きがあるということも大きな進展だろうと思います。 

  それから、２番目に、新しくエネルギーシナリオ、特に社会・経済シナリオを踏まえた上

でのエネルギーシナリオということで、ワールドエナジーカンファレンスを紹介して、それ

に基づいて白書が書かれるということですので、これも私は一つの大きな前進として今後も

続けていくべきなのだろうと思います。そういう意味で、注目していきたいと思います。 

  それから、核不拡散と核セキュリティの確保という点について、特に平和利用、政策的な

平和利用と、それから炉規法上の平和利用というのをある程度分かりやすく分けていくとい

う努力は非常に重要で、これは若干分かりにくい面もあるかと思いますけれども、国際的に

も政策的に日本が必要とされているもの以上にこれだけの努力をやっているという情報も含

めて訴えていくというのは、極めて有意義だろうと思います。 

  とりあえず以上にとどめ、また後ほどコメントさせていただきます。 

（岡委員長）ありがとうございました。 
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  何かありますか、よろしいですか。 

では、中西先生、お願いします。 

（中西委員）どうも御説明ありがとうございました。これは佐野委員がおっしゃったように事

務局が膨大な労力といいますか、非常に負担の大きいものだと理解しておりますが、今回御

説明いただきまして、特に昨年と出したものとどう違うかというのは非常によく分かったと

思います。白書を読まれる方は、やはり毎年どう違ってきているのだろうということを知り

たいのではないかと思います。 

  それから、昨年、７年ぶりに出したことですが、新聞の記事によりますと刷るのが間に合

わないぐらい増刷がというよう一行記事があったのですが、どのくらい刷られたのでしょう

か。それはほかの白書と比べてどれくらいなのかということも、もし分かれば後で教えてい

ただければと思います。 

（川渕企画官）大した数ではなくて、６００部刷って、欲しい欲しいという声が強く、配り切

ってしまいまして、しようがないのでインターネットからダウンロードしてくださいとか、

あとは、一応出版したので買ってくださいというふうな形で対応させていただいているとい

う状況なので、その後はどのぐらいダウンロードされたかちょっと把握していないのですけ

れども、そういう状況でした。 

（林参事官）最初、出版する予定はなかったのですけれども、書店への問合わせ等も何件かあ

ったみたいで、こちらの方にもそういう話があったので改めて出版をさせてもらって、それ

が実はどれぐらい売れたかというのは我々は把握できないのですけれども、思った以上に一

般の方から欲しいという声はあったということだと思います。 

（中西委員）ありがとうございました。 

  内容はこれから１章から４章、骨格はできてきましたけれども、もう少し詰められるのだ

と思いますが、これは感想に近いのですけれども、核セキュリティサミットについて今まで

４回ありまして、２０１６年、安倍首相が国際的に我が国は何をリードしていくということ

も言われていますので、多分それが入っていくのではないかなと思っているところでござい

ます。 

  それから、あともう一つ感想を申し上げますと、このエネルギーシナリオですけれども、

何が最適かというのは非常にこれは興味深く聞かせていただいているところでございますが、

各国が我が国ファーストと言っている中で、この最適化を幾ら言ってもどんなふうにそれが

取り入れてられていくのかなというのがこれからの私は見ていきたいポイントの一つではあ
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るのですが、それは感想でございます。 

  全体的にとても広範なところをすごく分かりやすくまとめてくださいまして、どうもあり

がとうございました。 

  以上です。 

（岡委員長）私も、事務局に大変精力的に作業していただいてまとまってきたのにお礼申し上

げたいと思いますが、佐野先生が言われたのと関係するのですが、白書というのは行政のア

ーカイブであると共に政策の説明になっているということで、これをできるだけ皆さんに検

索して見つけていただけるようにする必要がある。要するにリンクを張ったり何たりだと、

これはまた後で事務局と相談をしたいと思います。 

  別に白書に限らないですけれども、原子力委員会も含めて政策の説明が非常にまだ日本政

府は不足していると思います。私も原子力委員会のホームページに必ずしも満足していない

のですが、こうなる理由もある程度分かるものですから、それで白書というのはある程度ま

とめて政策も書きますので、まずは白書である程度説明されているから、これが国民にちゃ

んと届くようになればと思います。政策情報の作成提供が必要と言ってきたのですけれども、

米国のＤＯＥのホームページ、イギリスの政府のホームページに比べると、まだまだ日本政

府の説明というのは不足をしているというふうに私自身は思いまして、それをどうすればい

いかということなのですけれども、一気に彼ら並みになるというのも、できないわけではな

いと思うのですけれども、まずは白書みたいなものを使って国民に情報をお届けすると、見

ていただけるようにすると、検索したら出てくるようにするというところが非常に重要なの

で、これはまた後で事務局と御相談をさせていただけないかなと思います。 

  中身については、さっき頂いた１０ページのエネルギーシナリオのところなのですが、世

界エネルギー会議のシナリオを引用していて大変いいのですけれども、これは特にある意味

で産業界というのですか、民間のよくできた分析だと思っているのですが、原子力の割合は

世界的には増えていくということになっているわけですけれども、その中でここにも書いて

いるようにモダンジャズという市場に任せるシナリオでは一番原子力の割合が小さいのです

ね。 

  それで、ですから市場に任せると原子力は投資回収の問題があってなかなか導入されない

ということです。それで、もう一つは、ここには概要には書かないわけですけれども、原子

力は温暖化ガスを出しませんので、地球温暖化問題に真剣なら原子力を排除するというのは

非常に論理的に矛盾をしているということだと思うのです。ここに地球温暖化に貢献するに
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は原子力の導入を市場に任せず政策的対応が必要であると書いてありまして、政策的対応の

対策とはいろいろあるのですが、もうちょっと焦点を絞って言えば、投資回収に対する政策

的対策が必要であるとか、そんなような意味かなというふうに思います。こういうふうに直

すかどうか、直した方がいいのではないかなと思いますけれども。 

  それから、もう一つは平和利用のところで、初めの方に政策的な平和利用と炉規法上の平

和利用と違うのだとどこかに書いてあったのですが、この文書の１１ページのどこかにも、

これは明解にメッセージとして第４章の中にどこかに書かれないといけないと思うのですけ

れども、この１１ページの要旨の中にもどこかに書いた方が、要するに安全保障と直結する

政策的な平和利用は保障措置のみならず重要であると、そんな文章をどこかこの１１ページ

の要旨の中に入れていただけると。もう一遍言いますと、国家安全保障と直結する政策的平

和利用は保障措置のみならず重要である、こういうことです。 

  プルトニウムの利用については国際的にいろいろな意見がありますけれども、再処理をや

めてしまえみたいな、そういう意見もあるわけですけれども、これは、日本のことなので日

本政府が決めることだというのが政府間の立場だと思いますけれども、その場合にもやはり

国家安全保障と関係している国際政治の一番重要課題である政策的な平和利用について日本

は産業界を含めて十分配慮する必要があるということは非常に重要なメッセージだと思いま

す。必ずしもこれはよく理解されていない。何か日本は保障措置を満たしてやっているから

勝手にやっていいのだというようなことで理解、そういう理解の方も多いわけですけれども、

そうではなくて、この政策的な平和利用にも貢献をするというか、やっていくということは

必要であるということをどこかに書いていただけると有り難いなと思います。 

  私の意見はそんなところですが、佐野先生の御提案のあったサマリーは、サマリーをまず

作らないといけないのでと思ったのですけれども。 

（林参事官）昨年はサマリーを作って、英語版も作って、ＩＡＥＡへ出したんでしたっけ。 

（川渕企画官）これも実は信頼関係が重要でございまして、ちゃんと外務省がそういうふうに

ＩＡＥＡに持っていっていただくというのをコミットしていただく必要がありますので、外

務省にはお願いしようというふうには考えているところです。 

（佐野委員）全体は訳さないでしょう。 

（川渕企画官）概要だけでございます。 

（佐野委員）そのサマリーというのは文章ではなくても、言わばパワポのものを適当に入れ込

んで分かりやすく作成したらどうでしょうか。 
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（林参事官）はい、いずれそういうものを。 

（佐野委員）それを是非やってください。例えば、大使館、領事館、ＪＥＴＲＯのオフィス、

科学アタッシェ、経産省の人、文科省の人にこれをまず理解してもらって、彼等のカウンタ

ーパートを訪問して説明し、ディスカッションをして理解を深める、向こう側のサジェスチ

ョンもあるかも分からない、そういうのを一度、国際的なエクササイズとしてやることは、

国際理解を促進するという意味で極めて有効だろうと思います。白書を単に発送しても、み

んな書類は棚の上に置きますよ。特にそれをやってくれという訓令を出して、良いディスカ

ッションをやってもらいたいと思いますね。 

（川渕企画官）はい、外務省に相談をしたいと思います。 

（岡委員長）ありがとうございました。 

  そのほか何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  本日の委員からの発言を踏まえて、次回以降も引き続き２９年度版原子力白書について検

討していきたいと思います。議題１は以上でございます。 

  議題２について、事務局から説明をお願いします。 

（林参事官）すみません、議題１の関係で、今頂いた意見につきましては、白書の本文の方へ

の反映と、おそらく最終的に概要みたいなのを作ると思いますので、その概要を作るときに

今頂いた意見も反映して概要を作っていくということにさせていただきたいと思います。 

  また、今日の資料はちょっと漢字の間違いとかあるので、そこは修正して載せたいと思い

ます。 

  次に、議題２でございますが、議題２につきましては、岡原子力委員会委員長の海外出張

報告ということでございます。平成３０年４月１８日から２１日にかけて、ＯＥＣＤ／ＮＥ

Ａの６０周年記念の式典に委員長の方がパリに御出張いただきましたので、委員長の方から

御報告をお願いいたします。 

（岡委員長）それでは、資料第２号に基づいて御報告いたします。 

  出張はパリで、出張期間は４月１８日から２１日です。それで、今御紹介ありましたよう

にＯＥＣＤ／ＮＥＡの６０周年記念式典等への出席ということで、主要日程にあるように出

張いたしました。 

  記念式典に出席して、祝辞を述べて、東電福島事故等に対するＮＥＡと加盟国に協力に謝

意を表し、日本の原子力利用の状況について紹介しました。記念式典のスピーチは英文のホ

ームページに載せていただくようにいたしましたが、述べたことは、日本はちょうどＯＥＣ
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Ｄ／ＮＥＡがヨーロピアンＮＥＡから先進国のＮＥＡに変わった日に加盟しているのですけ

れども、長年ＯＥＣＤ／ＮＥＡは先進国の原子力の協力というか、連携の役割を果たしてき

たことについて謝辞を述べて、あとは特にこれは行く必要があって、行ってよかったと思っ

ているのですが、非常に東電の事故でお世話になっています。これは今のマグウッドさんと

いう事務局長だけではなくて、前のエチャバリさんという方のときに事故が起こったわけで

すけれども、お二人に非常に、彼らの指揮のもとワークプライオリティを変えて福島事故の

対応をＮＥＡだけではなくて各国の協力も得ていろいろやっていただいたということについ

て謝辞を述べました。これを述べたら会場から拍手も頂きましたので、行った甲斐があった

かなと思っております。 

  それで、あとは日本の原子力利用の状況、「基本的考え方」を作ったこととか白書を作っ

たこととか、あとは今、何基審査を通って動き出したとか、停止したのは何基だとか、そう

いうお話もしております。 

  以上でございます。 

  それから、その後、運営委員会は、これは中の会議なのですが、新しい委員会として廃止

措置とレガシー廃棄物管理に対する委員会が設置をされるということと、あと、ブラジルと

中国とインドの方が来て、それぞれの原子力政策を発表を聞いたということがございました。 

  何か質疑ございますでしょうか。 

  では、ありがとうございました。 

  それでは、議題３について事務局から説明をお願いいたします。 

（林参事官）それでは、議題の３は次回の予定でございます。 

  次回の会議の予定、第１８回原子力委員会の開催につきましては、５月２２日火曜日、１

０時から１２時、場所は中央合同庁舎８号館６階６２３会議室でございます。議題について

は調整中ということになってございますので、また後日、原子力委員会のホームページ等の

開催案内をもってお知らせをいたします。 

  以上です。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  そのほか委員から何かご発言ございますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

（佐野委員）原子力白書の先ほどの情報提供の話に戻しますと、国内ではそういうの、作るで

しょうか。どういう工夫があるのでしょうか。 
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（林参事官）具体的に配布、どこかに送るとか、そういうことはしていないと思います。各省

に配布するのと、あと、国会議員の方々にお配りすると思いますけれども。あと、先ほど岡

委員長の言われたことと関連するところであれば、単にＰＤＦをホームページに載せるだけ

ではなくて、ＨＴＭＬの形で載せて、検索をすると引っかかりやすいというような形の工夫

はさせていただいているというところでございます。 

（佐野委員）白書本体は多分、厚くて高いのでしょう。 

（林参事官）はい。 

（佐野委員）３，０００円とか、幾らぐらいするの。 

（林参事官）商品の値段は印刷会社が決めているので、多分３，０００円ぐらいだと思います

けれども。 

（佐野委員）それだけの自分のお金を出して白書を買うという人は相当関心のある人だと考え

ます。ですからサマリーでもたくさん刷って、それをこの発信する武器にしていくというこ

ととか、例えば大学に限らず高校とか、教育関係機関とかに配布するとかの工夫が必要なの

ではないかと思います。 

（林参事官）分かりました。 

（岡委員長）そのほか何か御意見、御発言ございますでしょうか。 

  それでは、御発言ないようですので、本日の委員会はこれで終わります。 

  ありがとうございました。 


